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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成20年10月9日(2008.10.9)

【公開番号】特開2006-347526(P2006-347526A)
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【年通号数】公開・登録公報2006-051
【出願番号】特願2005-252856(P2005-252856)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年8月22日(2008.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の制動系又は加速系の動作を指示するための操作レバーを含み前記操作レバーの操
作位置を出力する操作装置を備える運転装置において、前記操作装置の操作量に応じて前
記車両の制動系又は加速系を制御する制御装置であって、
　前記操作位置と前記制動系又は加速系の制御量との関係を変更可能に形成しているとと
もに、前記操作レバーが動くことが可能な範囲の中で前記制御系又は加速形の制御に用い
る範囲を変更可能に形成している、
ことを特徴とする運転装置の制御装置。
【請求項２】
　前記操作位置と前記制御量との関係を規定するマップを変更可能に保持している、
ことを特徴とする請求項１に記載の運転装置の制御装置。
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【請求項３】
　前記制動系の最大制御量については前記マップを変更不能に保持している、
ことを特徴とする請求項２に記載の運転装置の制御装置。
【請求項４】
　前記マップと現在の操作レバーの操作位置及びこれに対応する制御量とをグラフ化して
表示装置へ表示可能に形成されている、
ことを特徴とする請求項２ないし３のいずれかに記載の運転装置の制御装置。
【請求項５】
　前記操作レバーが動くことが可能な範囲の中で前記制動系又は加速系の制御に用いる範
囲は、ユーザによる前記操作レバーの操作範囲に合わせて設定されるものであり、
　ユーザによる前記操作レバーの操作範囲に合わせて前記操作位置と前記制御量との関係
を補正すべく、ユーザによる前記操作レバーの操作範囲を学習可能となっている、
ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の運転装置の制御装置。
【請求項６】
　ユーザによる前記操作レバーの操作範囲の学習の際に操作レバーの限界操作位置を算出
し、その後、該限界操作位置を用い前記操作位置と前記制御量との関係を補正する補正手
段を有することを特徴とする請求項５記載の運転装置の制御装置。
【請求項７】
　前記補正手段は、学習時に操作された前記操作レバーの最大操作位置を前記限界操作位
置とすることを特徴とする請求項６記載の運転装置の制御装置。
【請求項８】
　前記操作位置と前記制御量との関係または前記限界操作位置の少なくとも一方を含む学
習情報を格納する記憶手段を有する請求項６または７記載の運転装置の制御装置。
【請求項９】
　前記記憶手段は、前記操作位置と前記制御量との関係または前記限界操作位置の少なく
とも一方を含む学習情報を、ユーザ情報とともに格納し、
　前記ユーザ情報に対応し前記補正手段が補正した前記操作位置と前記制御量との関係を
用い、前記制動系または前記加速系を制御する駆動制御手段を具備することを特徴とする
請求項８記載の運転装置の制御装置。
【請求項１０】
　前記補正手段は、前記操作位置と前記制御量との関係を用い運転時に、前記操作レバー
位置が前記限界操作位置を超えた場合、前記限界操作位置を変更し、再度前記操作位置と
前記制御量との関係を補正することを特徴とする請求項５から９のいずれか一項記載の運
転装置の制御装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明に係る運転装置の制御装置は、運転者により手動で操作されて車両の制動系又は
加速系の動作を指示するための操作レバーを含み前記操作レバーの操作位置を出力する操
作装置を備える運転装置において、前記操作装置の操作量に応じて前記車両の制動系又は
加速系を制御する制御装置であって、前記操作位置と前記制動系又は加速系の制御量との
関係を変更可能に形成しているとともに、前記操作レバーが動くことが可能な範囲の中で
前記制御系又は加速形の制御に用いる範囲を変更可能に形成している、ことを特徴として
いる。
　この構成によれば、操作装置の操作位置と制動系又は加速系の制御量との関係を変更で
きるので、ユーザの能力、好みや車両の状況に合わせて操作装置の操作性を調整でき、車
両の運転し易さを向上させることができる。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　上記構成において、前記走査レバーが動くことが可能な範囲の中で前記制動系又は加速
系の制御に用いる範囲は、ユーザによる前記操作レバーの操作範囲に合わせて設定される
ものであり、ユーザによる前記操作レバーの操作範囲に合わせて前記操作位置と前記制御
量との関係を補正すべく、ユーザによる前記操作レバーの操作範囲を学習可能となってい
る、構成を採用できる。
　この構成によれば、ユーザの身体的能力に合わせて操作レバーの操作性を自動的に最適
化することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書



(5) JP 2006-347526 A5 2008.10.9

【補正対象項目名】００３２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】削除
【補正の内容】
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